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1. 工事計画添付書類に係る補足説明資料 

添付書類の記載内容を補足するための資料を以下に示す。 

資料 

No. 
添付書類名称 補足説明資料（内容） 備考 

1 

クラス 1 機器及び炉心支持構造

物の応力腐食割れ対策に関する

説明書に係る補足説明資料 

1. 概要 

 

2. 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範

囲の系統構成について 

3. 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範

囲の材料について 

2 

発電用原子炉施設の蒸気タービ

ン，ポンプ等の損壊に伴う飛散物

による損傷防護に関する説明書

に係る補足説明資料 

1. 配管破損防護対策について  

2. ガスタービン駆動補機(第一ガスター

ビン発電機)のミサイル評価について 

3. ディーゼル駆動補機及びタービン駆

動補機の評価対象並びに過速度トリ

ップ設定値について 

3 

原子炉格納容器内の原子炉冷却

材の漏えいを監視する装置の構

成に関する説明書並びに計測範

囲及び警報動作範囲に関する説

明書に係る補足説明資料 

1. ドライウェル内ガス冷却装置凝縮水

量測定装置の検出時間について 

 

2. ドライウェル高電導度廃液サンプ水

位測定装置の演算時間について 

3. ドライウェル内ガス冷却装置凝縮水

量測定装置による漏えい検出の評価

時間の保守性について 

4. 凝縮水量が平衡に達する時間に関す

る妥当性について 

5. ドレン配管移送時間の算出について 

6. 漏えい検出設備の検出時間評価に使

用する配管及び床面の粗度係数につ

いて 

7. ドライウェル廃液サンプ水位測定装

置の漏えい検出の評価時間の保守性

について 

8. ドライウェル高電導度廃液サンプ水

位測定装置監視不能時の対応につい

て 



 

 

資料 

No. 
添付書類名称 補足説明資料（内容） 備考 

4 

流体振動又は温度変動による損

傷の防止に関する説明書に係る

補足説明資料 

1. 概要 

 

2. 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範

囲の構成 

3. まとめ 

添付 1－柏崎刈羽原子力発電所 第 7号機

における流体振動による配管内円柱

状構造物の損傷防止に関する評価結

果と措置計画等の報告について（訂正

版） 

添付 2－高サイクル熱疲労による損傷の

防止に関する評価結果報告書（柏崎刈

羽原子力発電所１号機から７号機） 

5 

非常用炉心冷却設備その他原子

炉注水設備のポンプの有効吸込

水頭に関する説明書に係る補足

説明資料 

1. 非常用炉心冷却設備その他原子炉注

水設備のポンプの有効吸込水頭につ

いて 

 

6 
安全弁及び逃がし弁の吹出量計

算書に係る補足説明資料 

1. 原子炉冷却系統施設の安全弁等の必

要な吹出量の設定根拠 

 

2. 計測制御系統施設の安全弁等の必要

な吹出量の設定根拠 

3. 原子炉格納施設の安全弁等の必要な

吹出量の設定根拠 
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クラス１機器及び炉心支持構造物の応力腐食割れ対策 

に関する説明書に係る補足説明資料 
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1. 概要 

本資料は，新たに原子炉冷却材圧力バウンダリ範囲となった箇所の系統構成及び材料を説明

するものである。 

 

2. 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲の系統構成について 

原子炉冷却材圧力バウンダリの範囲については，「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，

構造及び設備の基準に関する規則の解釈」に基づき，通常時又は事故時に開となるおそれがあ

る通常時閉及び事故時閉となる弁を有するものに対し，従来の原子炉から見て第一隔離弁を含

むまでの範囲が，第二隔離弁を含むまでの範囲に拡大された。 

この変更に伴い，原子炉冷却材圧力バウンダリの範囲が拡大されるものとして以下が抽出され

た。 

 ・弁 E11-F010A,B,C（残留熱除去系停止時冷却モード吸込ライン隔離弁（内側））から弁

E11-F011A,B,C（残留熱除去系停止時冷却モード吸込ライン隔離弁（外側）） 

 ・弁 G31-F017（原子炉冷却材浄化系原子炉圧力容器ヘッドスプレイライン隔離弁（外側））

から弁 G31-F018（原子炉冷却材浄化系原子炉圧力容器ヘッドスプレイライン隔離弁（内

側）） 

 ・弁 C41-F007（ほう酸水注入ライン隔離弁（外側））から弁 C41-F008（ほう酸水注入ライン

隔離弁（内側）） 

原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲概念図を図 1 に示す。 

 



 

2 

 

 

図 1 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大概念図 

 

（残留熱除去系 停止時冷却モード吸込ライン） 

（原子炉冷却材浄化系 原子炉圧力容器ヘッドスプレイライン） 

（ほう酸水注入ライン） 
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3. 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲の材料について 

原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲について，使用材料を表 1～表 6，系統概要図を図 2～

図 4 に示す。 

 

表 1 残留熱除去系停止時冷却モード吸込ラインの配管の仕様 

 最高使用圧力 最高使用温度 外径／厚さ 材料 

第一隔離弁上流 8.62 MPa[gage] 302 ℃ 
355.6 mm／ 

23.8 mm 
STS410 

格納容器貫通部 8.62 MPa[gage] 302 ℃ 
355.6 mm／ 

23.8 mm 
SFVC2B 

 

表 2 残留熱除去系停止時冷却モード吸込ラインの弁の仕様 

 最高使用圧力 最高使用温度 
主要寸法 

（呼び径） 

材料 

弁箱 弁ふた 

第一隔離弁 8.62 MPa[gage] 302 ℃ 350A SCPL1 SCPL1 

第二隔離弁 8.62 MPa[gage] 302 ℃ 350A SCPL1 SCPL1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲 
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図 2 残留熱除去系停止時冷却モード吸込ラインの系統概要図 
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表 3 原子炉冷却材浄化系原子炉圧力容器ヘッドスプレイラインの配管の仕様 

 最高使用圧力 最高使用温度 外径／厚さ 材料 

第一隔離弁上流 8.62 MPa[gage] 302 ℃ 
165.2 mm／ 

14.3 mm 
STS410 

第一隔離弁から

第二隔離弁間 
8.62 MPa[gage] 302 ℃ 

165.2 mm／ 

14.3 mm 
STS410 

格納容器貫通部 8.62 MPa[gage] 302 ℃ 
165.2 mm／ 

14.3 mm 
SFVC2B 

 

表 4 原子炉冷却材浄化系原子炉圧力容器ヘッドスプレイラインの弁の仕様 

 最高使用圧力 最高使用温度 
主要寸法 

（呼び径） 

材料 

弁箱 弁ふた 

第一隔離弁 8.62 MPa[gage] 302 ℃ 150A SCPH2 SF50A 

第二隔離弁 8.62 MPa[gage] 302 ℃ 150A SCPH2 SCPH2 

 

 

 

 

図 3 原子炉冷却材浄化系原子炉圧力容器ヘッドスプレイラインの系統概要図 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲 
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表 5 ほう酸水注入ラインの配管の仕様 

 最高使用圧力 最高使用温度 外径／厚さ 材料 

第一隔離弁上流 8.62 MPa[gage] 302 ℃ 
48.6 mm／ 

5.1 mm 
SUS316LTP 

格納容器貫通部 8.62 MPa[gage] 302 ℃ 
48.6 mm／ 

5.1 mm 
SUS316LTP 

第一隔離弁から

第二隔離弁間 
8.62 MPa[gage] 302 ℃ 

48.6 mm／ 

5.1 mm 
SUS316LTP 

 

表 6 ほう酸水注入ラインの弁の仕様 

 最高使用圧力 最高使用温度 
主要寸法 

（呼び径） 

材料 

弁箱 弁ふた 

第一隔離弁 8.62 MPa[gage] 302 ℃ 40A SCS16A SUSF316L 

第二隔離弁 8.62 MPa[gage] 302 ℃ 40A SCS16A SUSF316L 

 

 

 

 

図 4 ほう酸水注入ラインの系統概要図 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲 
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発電用原子炉施設の蒸気タービン，ポンプ等の損壊に伴う 

飛散物による損傷防護に関する説明書に係る補足説明資料 
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1. STANDARD REVIEW PLAN 3.6.2 DETERMINATION OF RUPTURE LOCATIONS AND DYNAMIC EFFECTS ASSOCIATED WITH THE POSTULATED RUPTURE OF PIPING 

「原子力発電所配管破損防護設計技術指針ＪＥＡＧ４６１３ -1998」（日本電気協会）（以下「ＪＥＡＧ４６１３」という。）

と「STANDARD REVIEW PLAN 3.6.2 DETERMINATION OF RUPTURE LOCATIONS AND DYNAMIC EFFECTS ASSOCIATED WITH THE POSTULATED RUPTURE OF 

PIPING(SRP3.6.2 R3)」（U.S.NUCLEAR REGULATORY COMMISSION）（以下「SRP3.6.2」という。）の配管破損想定位置及び防護設計に関する記述の比較

を表 1－1に示す。 

 

表 1－ 1 ＪＥＡＧ４６１３と SRP3.6.2 の比較  

ＪＥＡＧ４６１３  SRP3.6.2 備考 

基本的な考え方  

 原子炉冷却材圧力バウンダリに属するオー

ステナイト系ステンレス鋼管が、もし破損し

たとしても、原子炉を安全に停止させ、外部

に放射性物質などの影響を及ぼさないように

設計することが防護設計の考え方である。  

 

I. AREAS OF REVIEW 

Title 10 of the Code of Federal Regulations 
(10 CFR) Part 50, “Domestic Licensing of 

Production and Utilization Facilities,” 

Appendix A, “General Design Criteria for 

Nuclear Power Plants,” General Design 

Criterion (GDC) 4,“Environmental and Dynamic 

Effects Design Bases,” requires, in part, 

that structures, systems, and components 

(SSCs) important to safety be designed to 

accommodate the effects of postulated 

accidents, including appropriate protection 

against the dynamic effects of postulated 

pipe rptures) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRP3.6.2 では，安全上重要な設備

が，配管破損を含む想定される事故

により損傷しないように設計する

必要があると記載されており，ＪＥ

ＡＧ４６１３の記載と同義である。 

なお，SRP3.6.2には配管の材質を限

定する記載なし。 
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ＪＥＡＧ４６１３  SRP3.6.2 備考 

 

配管破損想定位置 

 

 

（１）ターミナルエンド 

 

（２）運転状態ⅰ、ⅱ及び（１/３）S1 地震荷重に対し

て次のいずれかの条件を満たす点 

a. Sn＞2.4Sm,かつ Se ＞2.4Sm 

b．Sn＞2.4Sm,かつ Sn’＞2.4Sm 

 

c．疲れ累積係数>0.1 

 

<BTP3-4 R2> 

Postulation of Pipe Breaks in Areas Other 

Than Containment Penetration 

 

(a) At terminal ends. 

 

(b) At intermediate locations where the 

maximum stress range＊ as calculated by 

Eq. (10) and either Eq. (12) or Eq. (13) 

exceeds 2.4 Sm. 

 

(c) At intermediate locations where the 

cumulative usage factor exceeds 0.1. 

 
＊：For those loads and conditions for which 

Level A and Level B stress limits have 

been specified in the design specification 

(including the operating basis 

earthquake). 

 

Fluid System Piping in Containment Penetration 

Areas. 

Breaks and cracks need not be postulated in 

those portions of piping from containment 

wall to and including the inboard or outboard 

isolation valves, provided they meet the 

design criteria of the ASME Code, Section 

III, Sub article NE-1120, and the following 

additional design criteria: 

 

(a) The maximum stress range between any two 

load sets (including the zero load set) 

SRP3.6.2 は BTP3-4 を参照している

ため，BTP3-4の記載と比較 

 

 

差異なし。 

 

BTP3-4における Eq. (10)は Sn，Eq. 

(12)は Se，Eq. (13)は Sn’の算出

式であり，ＪＥＡＧ４６１３との差

異なし。 

 

差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

BTP3-4では，格納容器壁と内側隔離

弁又は外側隔離弁の間の配管につ

いては，クライテリアを満足してい

れば，破損やき裂を想定する必要が

ないと規定されている。 
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ＪＥＡＧ４６１３  SRP3.6.2 備考 

should not exceed 2.4 Sm and should be 

calculated＊ by Eq. (10) in ASME Code, 

Section III, NB-3653. If the calculated 

maximum stress range of Eq. (10) exceeds 

2.4 Sm, the stress ranges calculated by 

both Eq. (12) and Eq. (13) in Paragraph 

ASME Code, Section III, NB-3653 should 

meet the limit of 2.4 Sm. 

 

(b) The cumulative usage factor should be 

less than 0.1. 

 

(c) The maximum stress, as calculated by Eq. 

(9) in ASME Code, Section III, NB-3652 

under the loadings resulting from a 

postulated piping failure beyond these 

portions of piping, should not exceed 

2.25 Sm and 1.8 Sy, except that following 

a failure outside containment, the pipe 

between the outboard isolation valve and 

the first restraint may be permitted 

higher stresses provided a plastic hinge 

is not formed and operability of the 

valves with such stresses is ensured in 

accordance with the criteria specified in 

SRP Section 3.9.3. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1-4 

ＪＥＡＧ４６１３  SRP3.6.2 備考 

 

防護設計の実施 

配管の破損に対して、防護対象の機能を確保し、ま

た配管破損による派生事象が安全評価上の「事故」の

規模を上回らないように、防護設計は次の基本的考え

方に基づき行うものとする。 

 

 

 

 

i) 破損想定配管と防護対象は、相互に距離を離す。 

 

 

 

 

 

ⅱ) 隔壁（建屋区画室等）を設ける。 

 

 

 

 

 

ⅲ) 配管破損による動的影響を防護対象に与えない

ため及び想定事象を緩和するため、パイプホイ

ップレストレイント等の設置及び主要機器の支

持設計を行う。 

 

<SRP3.6.1 R3>  

I. AREAS OF REVIEW 

Reviews of the general layout of high and 

moderate energy piping systems with respect 

to the plant arrangement criteria of Section 

B.1. of Branch Technical Position (BTP) 3-3. 

Three arrangement situations are covered by 

the criteria and all three may be encountered 

in a single plant. They are: 

 

A. Arrangements where protection of safety-

related plant features is provided by 

separation of high and moderate energy 

systems from essential systems and 

components. 

 

B. Arrangements where protection of safety-

related plant features is provided by 

enclosing either the high and moderate 

energy systems or the safety-related 

features in protective structures. 

 

C. Arrangements where neither separation nor 

protective enclosures are practical and 

special protective measures are taken to 

ensure the operability of safety-related 

features. 

 

SRP3.6.2 は SRP3.6.1 を参照してい

るため，SRP3.6.1の記載と比較 

防護設計の要求事項に差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

差異なし。 

 

 

 

 

 

差異なし。 

 

 

 

 

 

SRP3.6.1 では具体的な防護設計の

内容は明記されていないが，安全機

能の作動を保証する対策を行うこ

とと記載されており，ＪＥＡＧ４６

１３の記載と同義であり，差異な

し。 
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2. パイプホイップレストレイントについて 

配管破損防護設計上の防護対象としてのパイプホイップレストレイントの構造例を図 1－1 に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－ 1 パイプホイップレストレイント構造図（例）  

  

破損想定位置
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3. 障壁について 

原子炉冷却材圧力バウンダリの拡大範囲（RCPB拡大範囲）となる主配管の配置及び障壁による

区画を図 1－2に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－2 障壁による区画図  
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4. 原子炉冷却材圧力バウンダリの配管破損による損傷防護について 

4.1 概要  

   「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準規則」とい

う。）第 15条第 4項及びその「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の

解釈」以下「解釈」という。）に基づき，配管の破損に伴う飛散物により発電用原子力施設の安

全性を損なわない設計とすることについて説明するものである。 

   配管破損に関しては， 設計基準対象施設に属する設備のうち新規制基準において拡大とな

った原子炉冷却材圧力バウンダリ（以下「RCPB」という。）の範囲を除く，既存の RCPB範囲に

ついて配管破損に伴う飛散物により，発電用原子炉施設の安全性を損なわない設計を行うこと

について説明する。 

 

4.2 基本設計 

   設計基準対象施設に属する設備は，内部エネルギーの高い流体を内蔵する配管の破損に伴う

飛散物により安全性を損なわない設計とする。 

内部発生エネルギーの高い流体を内蔵する配管については，材料選定，強度設計に十分な考

慮を払うとともに，SRP3.6.2に基づき配管破損を想定し，その結果生じる可能性のある動的影

響により，発電用原子炉施設の機能が損なわれることのないよう配置上の考慮を払うこととす

る。 

 

4.3 評価 

   発電用原子炉施設の安全性を損なうことが想定される内部発生エネルギーの高い流体を内蔵

する配管の破損に伴う飛散物により，発電用原子炉施設の安全性を損なわないことを評価する。 

 

4.3.1 内部発生エネルギーの高い流体を内蔵する配管の破損による飛散物 

4.3.1.1 評価方針 

高温高圧の流体を内包する原子炉冷却圧力バウンダリを構成する主配管のうち既存

の RCPB 範囲について，SRP3.6.2 に基づき配管破損を想定し，以下の評価内容により

評価し，設計上考慮する。なお，LBB概念は適用しない。 

ただし，SRP3.6.2 が参照している「STANDARD REVIEW PLAN BRANCH TECHNICAL 

POSITION 3-4 POSTULATED RUPTURE LOCATIONS IN FLUID SYSTEM PIPING INSIDE AND 

OUTSIDE CONTAINMENT(SRP BTP3-4 R2)」（U.S.NUCLEAR REGULATORY COMMISSION）に記

載されている operating basis earthquakeについては，弾性設計用地震動Ｓｄの 1/3

と読み替える。 

また，「2013 ASME Boiler and Pressure Vessel Code」（The American Society of 

Mechanical Engineers）に関する内容については，「発電用原子力設備規格 設計・建

設規格（2005年版（2007追補版含む））＜第Ⅰ編 軽水炉規格＞ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ

１－2005/2007」（日本機械学会）（以下「ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１」という。）に従うも

のとする。 
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4.3.1.2 評価内容 

評価内容においては，配管破損想定位置を考慮したうえで，防護対策を防護する。 

(1) 防護対象 

防護対象は，原子炉施設の異常状態において，この拡大を防止し，又は緩和す

る機能を有するもののうち，次のとおりとする。 

a. 原子炉停止時 

b. 炉心冷却に必要な工学的安全施設及び関連施設 

c. 原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，放射性物質の放散に対する

障壁を形成するよう設計された範囲の施設 

 

(2) 配管破損想定位置 

既存の RCPB範囲について，SRP3.6.2に基づき，ターミナル・エンド及び発生

応力又は疲労累積係数が所定の値を超える点を配管破損想定位置とする。 

a. ターミナル・エンド 

b. 供用状態Ａ，Ｂ及び(1/3)Ｓd 地震動＊に対して次のいずれかの条件を満た

す点 

(a) Ｓｎ ＞ 2.4Ｓｍ，かつ，Ｓｅ  ＞ 2.4Ｓｍ 

(b) Ｓｎ ＞ 2.4Ｓｍ，かつ，Ｓｎ’＞ 2.4Ｓｍ 

ただし，Ｓｎ ：ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１ PPB-3531の計算式に準じて計

算した一次＋二次応力。 

Ｓｅ ：ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１ PPB-3536(6)の計算式に準じた

熱膨張応力。 

Ｓｎ’:ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１ PPB-3536(3)のＳｎの計算式に

準じて計算した一次＋二次応力。 

Ｓｍ ：ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１ 付録材料図表 Part5表 1に規

定される材料の設計応力強さ。 

(c) 疲労累積係数＞0.1 

ただし，上述する疲労累積係数は供用状態Ａ，Ｂにおける疲労累積係数

に(1/3)Ｓd（Sd-1，Sd-2，Sd-3，Sd-4，Sd-5，Sd-6，Sd-7及び Sd-8）地震

のみによる疲労累積係数を加算したものとする。 

 

注記＊：Ｓd（Sd-1，Sd-2，Sd-3，Sd-4，Sd-5，Sd-6，Sd-7及び Sd-8）地震と

は，Ⅴ-2「耐震性に関する説明書」のうち，Ⅴ-2-1-1「耐震設計の基

本方針」に示す弾性設計用地震動 Sd-1，Sd-2，Sd-3，Sd-4，Sd-5，Sd-

6，Sd-7及び Sd-8による動的地震力をいう。なお，弾性設計用地震動

Ｓdの概要は，Ⅴ-2「耐震性に関する説明書」のうち，Ⅴ-2-1-2「基準

地震動Ｓs及び弾性設計用地震動Ｓdの策定概要」に示す。 
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ただし，RCCV 貫通部については次の条件を満たすことで配管破損を想定しな

い。 

c. 供用状態Ａ，Ｂ及び(1/3)Ｓｄ地震荷重に対して次の条件を満たすこと。 

(a) Ｓｎ ≦ 2.4Ｓｍ，または，Ｓｅ  ≦ 2.4Ｓｍ 

(b) Ｓｎ ≦ 2.4Ｓｍ，または，Ｓｎ’≦ 2.4Ｓｍ 

(c) 疲労累積係数≦0.1 

d. RCCV貫通部について，破損想定位置における破断荷重によって，RCCV貫通

部の健全性維持範囲の配管に生ずる応力はＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１ PPB-

3520 の計算式により計算した応力が 2.25Ｓｍ及び 1.8Ｓｙ以下であるこ

と。 

ただし，Ｓｙ ：ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１ 付録材料図表 Part5 表 8 に規

定される材料の設計降伏点。 

 

(3) 防護対策の実施 

配管破損による動的影響により，他の安全機能を有する構築物，系統及び機器

が損傷しないように，必要に応じ以下の措置を講じる設計とする。 

a. 配管破損想定位置と防護対象機器は，十分な隔離距離をとる。 

b. 配管破損想定位置又は防護対象機器を障壁で囲む。 

c. 上記のいずれかの対策がとれない場合，配管破損による動的影響に十分耐

えるパイプホイップレストレイント等を設ける。 

 

4.3.1.3 評価結果 

既存の RCPB 範囲における配管破損に関し，SRP3.6.2 に基づき評価した結果，発生

応力又は疲労累積係数が所定の値を超える箇所及び各配管におけるターミナル・エン

ドがあり，配管破損を想定する箇所があることを確認した。 

既存の RCPB範囲における配管破損想定位置を表 1－2に，各系統の配管鳥瞰図を図

1－3から図 1－16に示す。 

これらの配管破損想定位置は必要な強度を有するパイプホイップレストレイントが

設置されている，又は設置されていない配管については，配管破損想定位置と防護対

象機器が十分な隔離距離がとられていることを確認した。したがって，配管の破損に

伴う飛散物により発電用原子炉施設の安全性は損なわれない。 
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表 1－ 2 RCPB 範囲における配管破損想定位置  

 

対象 配管破損想定位置の有無 
パイプホイ

ップレスト

レイント設

置の有無 

破損想定位

置近傍の防

護対象設備

の有無 
系統名 モデル No. 

ターミナル・

エンド 

発生応力又は

疲労累積係数

が所定の値を

超える点 

原子炉冷却材浄化系 CUW-PD-1 有 無 無 無 

復水給水系 
FDW-PD-1 有 有 有 ― 

FDW-PD-2 有 無 有 ― 

高圧炉心注水系 
HPCF-PD-1 有 有 無 無 

HPCF-PD-2 有 無 無 無 

主蒸気系 

MS-PD-1 有 有 有 ― 

MS-PD-2 有 有 有 ― 

MS-PD-3 有 有 有 ― 

MS-PD-4 有 有 有 ― 

残留熱除去系 

RHR-PD-1 有 無 有 ― 

RHR-PD-2 有 有 有 ― 

RHR-PD-3 有 無 有 ― 

RHR-PD-4 有 無 有 ― 

RHR-PD-5 有 有 有 ― 
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図 1－ 3 配管鳥瞰図（原子炉冷却材浄化系  CUW-PD-1）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－ 4 配管鳥瞰図（復水給水系  FDW-PD-1）  
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図 1－ 5 配管鳥瞰図（復水給水系  FDW-PD-2）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－ 6 配管鳥瞰図（高圧炉心注水系  HPCF-PD-1）  
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図 1－ 7 配管鳥瞰図（高圧炉心注水系  HPCF-PD-2）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－ 8 配管鳥瞰図（主蒸気系  MS-PD-1）  
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図 1－ 9 配管鳥瞰図（主蒸気系  MS-PD-2）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－ 10 配管鳥瞰図（主蒸気系  MS-PD-3）  

 



 

1-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－ 11 配管鳥瞰図（主蒸気系  MS-PD-4）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－ 12 配管鳥瞰図（残留熱除去系  RHR-PD-1）  
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図 1－ 13 配管鳥瞰図（残留熱除去系  RHR-PD-2）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－ 14 配管鳥瞰図（残留熱除去系  RHR-PD-3）  
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図 1－ 15 配管鳥瞰図（残留熱除去系  RHR-PD-4）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－ 16 配管鳥瞰図（残留熱除去系  RHR-PD-5）  



 

 

 

 

 

 

 

2.  ガスタービン駆動補機（第一ガスタービン発電機）の 

ミサイル評価について 
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1. 概要 

  ガスタービン駆動補機については，使用材料の検査，製品の品質管理，規格等に基づ

き安全設計及び定期検査により損壊防止を図ること，並びに調速装置及び非常調速装置

を設けることにより損壊防止対策が十分実施される。 

  調速装置は，通常運転時の定格回転速度を一定に制御する機能及び事故時等の回転速

度上昇を抑制する機能を有しており，事故時等において回転速度が定格回転速度以上に

上昇しても，調速装置の機能により非常調速装置が作動する回転速度未満に制御できる

ように設計する。 

  非常調速装置は，万一，調速装置が機能することなく異常な過回転が生じた場合にお

いても，「発電用火力設備に関する技術基準を定める省令」及び「発電用火力設備の技

術基準の解釈」に適合する定格回転速度の 1.11 倍を超えない範囲で作動し機器を自動

停止させることにより，本設定値以上のオーバースピードとならない設計とし，オーバ

ースピードに起因する機器の損壊を防止する。 

  また，各機器については非常調速装置が実作動するまでのオーバースピード状態にお

いても構造上十分な機械的強度を有する設計とし，非常調速装置については，各機器を

オーバースピード状態にして非常調速装置の作動確認を行うとともに，非常調速装置が

実作動するまでのオーバースピード状態の健全性を確認することにより，機器の損壊を

防止する。 

  以上のことにより，タービンミサイルが発生するような事故は極めて起こりにくいと

考えられる。しかしながら，ガスタービンについては定格回転速度が      min-1 と非

常に高速であることを踏まえ，仮想的に圧縮機ディスク及びタービンディスクが損壊す

ることを想定し，昭和 52 年 7 月 20 日付け原子力安全委員会原子炉安全専門審査会報告

書「タービンミサイル評価について」（以下「ミサイル評価報告書」という。）に基づ

き，損壊した回転体のケーシング貫通有無を評価する。 

 

2. 評価対象 

ガスタービン駆動補機（第一ガスタービン発電機） 

機種      ： IM400 

定格回転速度  ：       min-1 

過速度トリップ ：       min-1 

圧縮機     ： 軸流式 14 段 

タービン    ： 軸流式 4 段 
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3. 評価方針 

  ガスタービン駆動補機（第一ガスタービン発電機）の圧縮機ディスク及びタービンデ

ィスク損壊を想定した場合における，エンジンガードの貫通有無を評価する。 

 

4. 評価内容 

  エンジンガードの貫通に対する評価については，ミサイル評価報告書及び，「ISES 

7607-3 軽水炉構造機器の衝撃荷重に関する調査その3 ミサイルの衝突による構造壁

の損傷に関する評価式の比較検討」（高温構造安全技術研究組合）（以下「ISES 

7607」という。）に記載のBRL式(Ballistic Research Laboratories Formula）を用い

て評価を行う。 

  また，評価においては，ミサイル評価報告書に基づき，以下の条件を考慮する。 

 

  (1) 評価条件 

  a. ミサイル発生時の回転速度は設計過速度の上限値とする。(       min-1) 

  b. ディスクは破損する際，等分な四分割のミサイル化を考慮する。 

  c. 貫通厚さの算出については，鋼板に対する貫通評価式として BRL 式を使用す 

    る。 

 

  (2) BRL式を用いた評価 

     エンジンガードに必要な板厚は，ISES 7607「3.鋼板に対する評価」 

    のBRL式から求め，影響を評価する。 

 

T3/2 = 
0.5・M・V2

17400・K2・d3/2
 ・・・ BRL式 

     ここで， 

    T = 鋼板貫通厚さ(inch) 

    M = ミサイル質量(lb・sec2/ft) 

    V = ミサイル速度(ft/sec) 

    d = ミサイル直径(inch) 

    K = 鋼板の grade に関する定数(≒1.0)である。 
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ISES 7607「3.鋼鉄に対する評価」の BRL 式については，ヤード・ポンド単位

のものであり，SI 単位に換算すると，以下のとおりとなる。 

T’= 2.54×10-2×T(m) 

M’= 14.6×M(kg) 

V’= 0.3048×V(m/s) 

d’= 2.54×10-2×d(m) 

 

したがって，SI 単位では BRL 式は以下のとおりとなる。なお，本式について

は，Ｖ-3「強度に関する説明書」のうちＶ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施

設の強度に関する説明書」での強度計算式と同一である。 

 

T’3/2 = 
0.5・M'・V'

2

1.4396・109・K2・d'
3/2 

 

  (3) タービンミサイル計算条件及び計算値 

タービンミサイルの計算条件及び計算値を以下の表1に示す。 

 

表1 タービンミサイル計算条件及び計算値 
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  注記＊ ：全14段のうち評価条件の厳しいものを記載する。 

 

  (4)圧縮機ディスクの評価対象 

    貫通厚さの計算結果への影響が大きくなる条件として，圧縮機ディスクの質量及

び径が大きくなるディスクを評価条件の厳しいものとして選定している。圧縮機デ

ィスクの構造を図4.1に示す。 

    ・第14段圧縮機ディスク：全14段のうち，質量及び径が最大 

    ・第1段圧縮機ディスク ：第14段に次いで質量が大きい 

    ・第13段圧縮機ディスク：第14段に次いで径が大きい 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

図4.1 圧縮機ディスク構造図 
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5. 評価結果 

  ガスタービン駆動補機に関して，仮想的に圧縮機ディスク及びタービンディスクが損

壊することを想定しても，エンジンガード厚さはタービンミサイルの防護上必要な板厚

を上回ることから，損壊した回転体がエンジンガードを貫通することなく内部に留まる

ため，タービンミサイルは発生しない。 

 仮想的損壊時のミサイル評価結果を表 2 タービン駆動機器（第一ガスタービン発電

機）のミサイル評価結果に示す。 

 

表 2 タービン駆動機器（第一ガスタービン発電機）のミサイル評価結果 
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6. ミサイル評価報告書とガスタービン（第一ガスタービン発電機）のミサイル評価比較 

原子力安全委員会原子炉安全専門審査会報告書「タービンミサイル

評価について」 

ガスタービン駆動補機（第一ガスタービン発電機）のミサイル評価

（エンジンガード貫通評価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本比較表中の  は，ミサイル評価報告書の評価内容を 

ガスタービン（第一ガスタービン発電機）のミサイル評価に

おける評価対象とする事項を示す。また，その補足説明を下

線にて示す。 



 

 

2
-
7 

  

原子力安全委員会原子炉安全専門審査会報告書「タービンミサイル

評価について」 

ガスタービン駆動補機（第一ガスタービン発電機）のミサイル評価

（エンジンガード貫通評価） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I 評価モデル 

  1. タービンミサイルの想定 

   ⅰ）評価対象外（羽  根：小型ガスタービン翼であるため，質量（ミサイル質量：M） 

                が小さく飛散時のエネルギが小さい） 

 

   ⅱ）評価対象外（カップリング：重心位置が中央寄りであるため，評価速度（ミサイル速 

                  度：V）が小さい。また，小径で質量（ミサイル重量：M 

                  ）が小さく飛散時のエネルギが小さい） 

   ⅲ）評価対象として，圧縮機ディスク，タービンディスクを考慮する。 

   ⅳ）評価対象外（ＰＴＯシャフト：重心位置が中央寄りであるため，評価速度（ミサイル 

                   速度：V）が小さく飛散時のエネルギが小さい。また 

                   ，構造上長軸であり，飛散物となる破損形態になるこ 

                   とは考え難い。） 

 

  2. ミサイル防護の対象とすべき機器等 

  評価対象外（ミサイルとなった場合の評価事項） 
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原子力安全委員会原子炉安全専門審査会報告書「タービンミサイル

評価について」 

ガスタービン駆動補機（第一ガスタービン発電機）のミサイル評価

（エンジンガード貫通評価） 

  
3. 確率評価のモデル 

  評価対象外（ミサイルとなった場合の評価事項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 発生確率 

   評価対象外（ミサイルとなった場合の評価事項） 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 到達確率 

 

 

① 低圧タービンの羽根 

  評価対象外（ミサイルとなった場合の評価事項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

② Ｔ－Ｇカップリング 

  評価対象外（ミサイルとなった場合の評価事項） 
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原子力安全委員会原子炉安全専門審査会報告書「タービンミサイル

評価について」 

ガスタービン駆動補機（第一ガスタービン発電機）のミサイル評価

（エンジンガード貫通評価） 

 

 

  ③ タービンディスク 

   ⅰ）評価対象外（ミサイルとなった場合の評価事項） 

 

   ⅱ）評価対象外（ミサイルとなった場合の評価事項） 

 

 

   ⅲ）ミサイル発生時の回転速度は設計過速度の上限値とする。 

    過速度トリップ設定値の       min-1とする。 

     ・原子力蒸気タービンは，蒸気加減弁を急閉しても，蒸気加減弁が閉まるまでに蒸気 

      が流れており，また，蒸気加減弁からタービンまでの間においても蒸気が残ってお 

      り，過速度回転からオーバーシュート量を考慮しなければならない。 

     ・一方で，ガスタービンは，燃焼ガスはガスタービン本体内にあるのみであり，燃料 

      遮断した後にはタービンを加速させるほどの燃焼ガスは残っていない。また，圧縮 

      機とタービンが同軸で繋がっており，機能的にはタービンが回転すると，圧縮機が 

      ブレーキ役になるため，タービンはオーバーシュートしにくくなっている。 

 

 

 

   ⅳ）ディスクは破損する際，等分に四分割し，上方に2片のミサイル化を考慮する。 

     ディスクは破損する際，等分な四分割のミサイル化を考慮する。 

 

 

 

  ④その他 

   ガスタービンの評価として，圧縮機ディスクの損壊を考慮し，上記③（タービンディス

ク）のⅲ及びⅳに準じた評価を行う。 

 

 

 
(3) 破損確率 

   対象外（ミサイルとなった場合の評価事項） 

 

 

 

Ⅱ 判定基準 

  対象外（ミサイルとなった場合の評価事項） 
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原子力安全委員会原子炉安全専門審査会報告書「タービンミサイ

ル評価について」 

ガスタービン駆動補機（第一ガスタービン発電機）のミサイル評

価（エンジンガード貫通評価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ミサイル発生時のエネルギ 

  対象外（ミサイルとなった場合の評価事項） 

 

 

 

2. ディスクミサイルのケーシング貫通後の飛び出し速度 

  対象外（ミサイルとなった場合の評価事項） 

・本評価は主タービン等大型タービン評価に用いるものであり，実施試験結果等を踏ま

え構築データが得られている場合の評価である。小型タービンであるガスタービンの

場合，構築データが得られておらず，実験等による検証等が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 到達確率（P2i）の評価法 

  対象外（ミサイルとなった場合の評価事項） 
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原子力安全委員会原子炉安全専門審査会報告書「タービンミサイ

ル評価について」 

ガスタービン駆動補機（第一ガスタービン発電機）のミサイル評

価（エンジンガード貫通評価） 

  

 4. 貫通厚さ(T)の算出について 

 

 (1) 対象外（(2)の鋼板にて評価を行う） 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 鋼板に対してはBRLの式を使用する。 

 

    貫通評価として，BRL式を用いる。詳細は，以下に基づく。 

    ISES 7607-3 高温構造安全技術研究組合 軽水炉構造機器の衝撃荷重に関する調査 

    その3 ミサイルの衝突による構造壁の損傷に関する評価式の比較検討 

 

      BRL式（Ballistic Research Laboratories Formula） 

        T3 2⁄ =
0.5･M･V2

17400･K
2
･d3 2⁄  

 

      ここで， 

       T=鋼板貫通厚さ(inch) 

       M=ミサイル質量(lb・sec2/ft) 

       V=ミサイル速度(ft/sec) 

       d=ミサイル直径(inch) 

       K=鋼板の grade に関する定数(≒1.0)である。 

 

 

 

 5. 遮蔽効果のとり方 

   対象外（ミサイルとなった場合の評価事項） 
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原子力安全委員会原子炉安全専門審査会報告書「タービンミサイ

ル評価について」 

ガスタービン駆動補機（第一ガスタービン発電機）のミサイル評

価（エンジンガード貫通評価） 

 

 

 

 

 

 

 

 6. 入射角の効果について 

   対象外（ミサイルとなった場合の評価事項） 
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原子力安全委員会原子炉安全専門審査会報告書「タービンミサイ

ル評価について」 

ガスタービン駆動補機（エンジンガード発電機）のミサイル評価

（エンジンガード貫通評価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) ISES 7607-3 高温構造安全技術研究組合 

    軽水炉構造機器の衝撃荷重に関する調査 

     その3 ミサイルの衝突による構造壁の損傷に関する評価式の比較検討 

 

     BRL式の引用として，本文献を参照する。 



 

 

 

 

 

 

3. ディーゼル駆動補機及びタービン駆動補機の評価対象並びに

過速度トリップ設定値について 

 



 

目  次 

 

1. ディーゼル駆動補機，蒸気タービン駆動補機及び 

ガスタービン駆動補機の評価対象について ･･･････････････ 3-1 

2. ディーゼル駆動補機，蒸気タービン駆動補機及び 

ガスタービン駆動補機の過速度トリップ設定値について ･･･ 3-2 

 



3-1 

1. ディーゼル駆動補機，蒸気タービン駆動補機及びガスタービン駆動補機の評価対象について 

ディーゼル駆動補機，蒸気タービン駆動補機及びガスタービン駆動補機の高速回転機器の損傷

に関しては，高速回転機器が過速度に起因する損傷に伴う飛散物とならないことを説明するもの

であるが，設計基準対象施設に関しては技術基準規則の要求事項に変更がない。 

このことから，今回の評価対象機器としては，ディーゼル駆動補機，蒸気タービン駆動補機及

びガスタービン駆動補機のうち，新たな設計基準対象施設及び重大事故等対処設備とする。 

表 3－1 にディーゼル駆動補機，蒸気タービン駆動補機及びガスタービン駆動補機の評価対象

を示す。 

 

表 3－1 ディーゼル駆動補機，蒸気タービン駆動補機及びガスタービン駆動補機の評価対象 

機器（回転機器） 
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 

駆動 

蒸気ﾀｰﾋﾞﾝ 

駆動 

ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ 

駆動 

評価

対象 

設
計
基
準
対
象
施
設 

ディーゼル駆動消火ポンプ（5号機設備，6,7

号機共用） 
◯   ◯ 

原子炉隔離時冷却系ポンプ  ◯   

蒸気タービン  ◯   

タービン駆動原子炉給水ポンプ  ◯   

非常用ディーゼル発電機 ◯    

発電機  ◯   

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）（6,7 号機共

用） 
◯＊   ◯ 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）（6,7 号機共

用） 
◯＊   ◯ 

高圧代替注水系ポンプ  ◯  ◯ 

大容量送水車（海水取水用）（6,7 号機共用） ◯＊   ◯ 

大容量送水車（熱交換器ユニット用）（6,7 号

機共用） 
◯＊   ◯ 

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）（6,7

号機共用） 
◯＊   ◯ 

第一ガスタービン発電機（6,7 号機共用）   ◯ ◯ 

電源車（6,7 号機共用） ◯   ◯ 

5 号機原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電

源設備（6,7 号機共用） 
◯   ◯ 

モニタリングポスト用発電機（6,7 号機共用） ◯   ◯ 

可搬型窒素供給装置用可搬型電源設備（6,7号

機共用） 
◯   ◯ 

注記＊：これらのポンプについては，非常調速装置がないため，異常な過回転に伴う異常振動等が

確認された場合，手動での非常停止が可能な設計とする。  
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2. ディーゼル駆動補機，蒸気タービン駆動補機及びガスタービン駆動補機の過速度トリップ設定

値について 

高速回転機器のうち，非常調速装置を設けている新たな設計基準対象施設及び重大事故等対処

設備であるディーゼル駆動補機，蒸気タービン駆動補機及びガスタービン駆動補機の過速度トリ

ップの設定値をそれぞれ表 3－2，表 3－3及び表 3－4に示す。 

 

表 3－2 ディーゼル駆動補機の過速度トリップ設定値 

機器（回転機器） 

回転速度 

定格 

回転速度 

（min-1） 

過速度 

トリップ 

回転速度 

（min-1） 

＜参考＞ 

発火基準＊1 

（非常調速装置） 

＜参考＞ 

ＮＥＧＡ＊2 

（保護装置） 

ディーゼル駆動消火ポンプ（5

号機設備，6,7 号機共用） 
1,500 

1,725 

（約 115％） 

1.16 倍を 

超える以前 
116％以下 

電源車（6,7 号機共用） 1,500 
1,690 

（約 113％） 

5 号機原子炉建屋内緊急時対

策所用可搬型電源設備（6,7

号機共用） 

1,500 
1,725 

（約 115％） 

モニタリングポスト用発電機

用内燃機関（6,7 号機共用） 
1,500 

1,725 

（約 115％） 

可搬型窒素供給装置用可搬型

電源設備用内燃機関（6,7 号

機共用） 

 
 

 

注記＊1 ：発電用火力設備に関する技術基準を定める省令及び発電用火力設備の技術基準の解釈

に基づく過速防止装置の作動範囲 

＊2 ：可搬形発電設備技術基準（ＮＥＧＡ Ｃ ３３１:2005）に基づく過回転防止装置の動

作値 

 

表 3－3 蒸気タービン駆動補機の過速度トリップ設定値 

機器（回転機器） 

回転速度 

定格回転速度 

（min-1） 

過速度トリップ回転速度 

（min-1） 

高圧代替注水系ポンプ 5,948（締切運転時）  

 

表 3－4 ガスタービン駆動補機の過速度トリップ設定値 

機器（回転機器） 

回転速度 

定格 

回転速度 

（min-1） 

過速度 

トリップ 

回転速度 

（min-1） 

＜参考＞ 

発火基準＊ 

（非常調速装置） 

第一ガスタービン発電機（6,7 号機共用）  
 

 

1.16 倍を 

超える以前 

注記＊：発電用火力設備に関する技術基準を定める省令及び発電用火力設備の技術基準の解釈に

基づく過速防止装置の作動範囲 
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原子炉格納容器内の原子炉冷却材の漏えいを監視する装置の 

構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に 

関する説明書に係る補足説明資料 
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1. ドライウェル内ガス冷却装置凝縮水量測定装置の検出時間について 

ドライウェル内ガス冷却装置凝縮水量測定装置は，容積式流量検出器からのパルス信号を，変換

器にて電流信号へ変換し，原子炉系制御盤内の演算装置を経由して指示部にて流量信号に変換し

監視する。なお，容積式流量検出器においては 0.23m3/h(3.8L/min)のような低流量域においても

計測できるよう，適切な容量を有するバケット（容量：250mL）を選定している。 

警報動作範囲は，0～20L/min で設定可能であり，全漏えい量 0.23m3/h（3.8L/min）の蒸気分

（1.5L/min）の漏えいに相当する流量になる前（1.35L/min）に，ドライウェル冷却器ドレン流量

大の警報を中央制御室に発信する。なお，警報動作流量以上の流量では，警報動作状態を継続す

る。（図 1－1「ドライウェル内ガス冷却装置凝縮水量の概略構成図」参照） 

パルス信号積算値出力は 1 分毎に更新されることから，変換器の出力は 1 分間のパルス信号積

算値出力を次の 1 分間の出力まで保持する設計としている。また，1.35L/min に到達する前にパ

ルス信号積算値が出力される可能性があることから，ドライウェル内ガス冷却装置凝縮水量測定

装置の検出遅れ時間として 2 分に設定する。（図 1－2「ドライウェル内ガス冷却装置凝縮水量測

定装置の検出時間の考え方」参照） 

 

図 1－1 ドライウェル内ガス冷却装置凝縮水量測定装置の概略構成図 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－2 ドライウェル内ガス冷却装置凝縮水量測定装置の検出時間の考え方 
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2. ドライウェル高電導度廃液サンプ水位測定装置の演算時間について 

ドライウェル高電導度廃液サンプ水位測定装置は，超音波式水位検出器からの電流信号を，原

子炉系制御盤内の演算装置にて流量信号に変換し監視するとともに，指示部にて水位信号へ変換

し監視する。 

警報動作範囲は，0～20L/minで設定可能であり，全漏えい量 0.23m3/h（3.8L/min）の漏えいに

相当する流量になる前（3.55L/min）に，ドライウェル高電導度廃液サンプ流量大の警報を中央制

御室に発信する。なお，警報動作流量以上の流量では，警報動作状態を継続する。(図 2－1「ド

ライウェル高電導度廃液サンプ水位測定装置の概略構成図」参照） 

水位変化率は 3分周期で演算した 4回分の水位測定データを用いて単純移動平均により計算す

るため，漏えい発生から少なくとも 3回分の水位測定（9分）＋水位平均演算時間（25秒）が必

要となる。また，演算開始とドレン流入開始のタイミングによっては検出できないことも考えら

れるため，1回分（3分）多い時間を考慮する必要がある。これより，検出時間は 12分 25秒とな

るが，保守的に 13分後に検出可能と設定する。（図 2－2「ドライウェル高電導度廃液サンプ水位

測定装置の演算時間」参照） 

  

 

図 2－1 ドライウェル高電導度廃液サンプ水位測定装置の概略構成図 
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図 2－2 ドライウェル高電導度廃液サンプ水位測定装置の演算時間 
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3. ドライウェル内ガス冷却装置凝縮水量測定装置による漏えい検出の評価時間の保守性について 

ドライウェル内ガス冷却装置凝縮水量測定装置による漏えい検知時間（T1～T3 の合計 41 分）に

は，以下のとおり保守性を見込んでおり，ドライウェル内ガス冷却装置凝縮水量測定装置の検出時

間（T4）の 2分を加えても 60分を超えないため，問題なく 1時間以内に 0.23m3/hの漏えい量（蒸

気分）を検知可能である。 

 

3.1 ドライウェル冷却系除湿冷却器までの蒸気到達時間：T1＝4分における保守性 

漏えいした蒸気がドライウェル冷却系除湿冷却器（以下，「除湿冷却器」という。）の冷却コイ

ルに達し，冷却が開始されるまでの時間 T1 を評価する際には，除湿冷却器に到達するまでの時

間に「3.2 凝縮水量が平衡に到達する時間」で述べる原子炉格納容器内に漏えいした蒸気が徐々

に充満し平衡状態となる過程も一部で始まっているが，そのことは考慮せず保守的に評価して

いる。 

また，RCPB 配管から漏えいした蒸気が除湿冷却器の冷却コイルに達する最長経路は，漏えい

蒸気を含む原子炉格納容器内の空気がドライウェル冷却系送風機（以下，「送風機」という。）に

より一巡する時間を T1とすることで保守的に評価している。 

 

3.2 凝縮水量が平衡に到達する時間：T2＝31分における保守性 

漏えい蒸気が凝縮に要する時間は，除湿冷却器における凝縮水量が蒸気分の漏えい量と平衡

となる時間として評価している。ここで，本評価に対しては確実に漏えい蒸気分の検知を可能と

するために，ドライウェル内ガス冷却装置凝縮水量測定装置の警報設定値を漏えい蒸気の 90％

とすることで対応する。 

凝縮水量と経過時間の関係は，図 3－1に示すとおりであり，凝縮水量が蒸気分の漏えい量の

90％に達する時間は約 30.8分である。これを保守的に 31分としている。 

また，平衡に達する時間の妥当性については，「4. 凝縮水量が平衡に達する時間に関する妥

当性について」にて示す。 

 
図 3－1 凝縮水量が平衡に達する時間  
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3.3 ドレン配管移送時間（ドライウェル冷却系除湿冷却器～ドライウェル内ガス冷却装置凝縮水

量測定装置）：T3＝6分における保守性 

除湿冷却器からドライウェル内ガス冷却装置凝縮水量測定装置までのドレン配管には，垂直

部，水平部（1／100こう配）があるが，ドレン配管移送時間を評価する際には，保守的に垂直

部を含む全体を水平部と同じ 1／100こう配と仮定し，さらに評価用長さを配管の設計長さに

1.1 倍を乗じて評価している。 

なお，除湿冷却器からドライウェル内ガス冷却装置凝縮水量測定装置までのドレン配管に

は，40A，50A及び 80Aの配管口径があるが，最も保守的となる 80A の配管は全体の 3％以下で

あり，配管長さの余裕 10％に含まれるため，すべての配管を 50Aと仮定し評価している。 

垂直配管の流速は水平部より早くなり，さらに小さい配管口径の流速は大きい配管口径より

早くなることから，実際の検出時間は評価時間よりも短くなると考えられる。 

 

 

図 3－2 ドレン配管移送時間 

（ドライウェル冷却系除湿冷却器～ドライウェル内ガス冷却装置凝縮水量測定装置） 

  

注記*1：評価上の配管長さは，10％の余裕を考慮している。
　　　*2：評価上は，全ての配管を1/100こう配として評価している。
　　　*3：No①の配管長さの方が長く保守的となるため，No②は評価では使用していない。
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3.4 ドライウェル内ガス冷却装置凝縮水量測定装置の検出遅れ時間：T4＝2分 

ドライウェル内ガス冷却装置凝縮水量測定装置の検出遅れ時間を「1. ドライウェル内ガス

冷却装置凝縮水量測定装置の検出時間について」に示す。 

 

3.5 ドレン配管移送時間（ドライウェル内ガス冷却装置凝縮水量測定装置～ドライウェル高電導

度廃液サンプ）：T5＝2分における保守性 

ドライウェル内ガス冷却装置凝縮水量測定装置からドライウェル高電導度廃液サンプまでの

ドレン配管には，垂直部，水平部（1／100こう配）があるが，ドレン配管移送時間を評価する

際には，保守的に垂直部を含む全体を水平部と同じ 1／100こう配と仮定し，さらに評価用長さ

を配管の設計長さに 1.1倍を乗じて評価している。 

また，ドライウェル内ガス冷却装置凝縮水量測定装置からドライウェル高電導度廃液サンプ

までのドレン配管には，40A，50A及び 80A の配管口径があるが，最も保守的となる 80Aが全体

の 87％であるため，すべての配管を 80Aと仮定し評価している。 

垂直配管の流速は水平部より早くなり，さらに小さい配管口径の流速は大きい配管口径より

早くなることから，実際の検出時間は評価時間よりも短くなると考えられる。 

 

図 3－3 ドレン配管移送時間 

（ドライウェル内ガス冷却装置凝縮水量測定装置～ドライウェル高電導度廃液サンプ） 

　　　*2：評価上の配管長さは，10％の余裕を考慮している。
　　　*3：評価上は，全ての配管を1/100こう配として評価している。
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4. 凝縮水量が平衡に達する時間に関する妥当性について 

4.1 ドライウェル冷却系の設置目的について 

ドライウェル冷却系は，通常運転時において，送風機による強制循環及びドライウェル冷却系

冷却器（以下，「冷却器」という。）及び除湿冷却器による冷却によって，原子炉格納容器内の機

器，配管等からの発熱を除去するために設置している。 

冷却器及び除湿冷却器の容量は，通常運転時における原子炉格納容器内の環境維持のための

必要冷却量を基に設定し，原子炉格納容器内の平均温度を 57 ℃以下に維持するために必要な容

量としている。 

 

4.2 ドライウェル冷却系の構造・機能について 

4.2.1 ドライウェル冷却系の構成について 

RCPB 配管から原子炉格納容器内へ漏えいが生じたときに，蒸気分については原子炉格納

容器に配置されるドライウェル冷却系にて冷却される。ドライウェル冷却系は原子炉格納

容器内に送風機 3台，冷却器 3台及び除湿冷却器 2台が設置されており，通常運転時は送風

機 2台，冷却器 2台，除湿冷却器 2台運転とし，送風機及び冷却器のそれぞれ 1台は予備と

している。 

また，ドライウェル冷却系のうち，冷却器の 3台は原子炉格納容器循環空気冷却用として

原子炉補機冷却水系より冷水を供給し，除湿冷却器の 2 台は換気空調補機常用冷却水系よ

り冷水を供給し，原子炉格納容器雰囲気を低湿度に維持する設計としている。 

冷却器及び除湿冷却器の冷却ユニットは，ユニット構成部材（骨組鋼材，外板等）で風路

を形成し，冷却コイルを鋼材に取付け，その設置面をパッキンでシールし，送風機により吸

込口から取り込まれた空気及び吐出口から吐き出された空気がバイパスすることなく冷却

コイルを通過する構造とする。冷却ユニットの概略図を下記の図 4－1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4－1 ドライウェル冷却系の概略図  
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4.2.2 ドライウェル冷却系の冷却能力について 

ドライウェル冷却系は，通常運転時において，ドライウェル内の機器，配管等からの発熱

を除去するため，また，ドライウェル内配管の大気による腐食防止対策として，ドライウェ

ル雰囲気を低湿度に保つために設置している。 

プラント通常運転時，ドライウェル内に設置されている各機器からの放熱及びサプレッシ

ョンプール，格納容器床ドレンサンプからの蒸発分の凝縮による熱負荷は 0.927 MW程度で

ある。一方，冷却器及び除湿冷却器の交換熱量（合計）は 1.009 MWであることから，ドラ

イウェル内雰囲気を平衡状態に維持することができる。 

 

4.2.3 蒸気漏えい時 

蒸気漏えいが発生した場合には，ドライウェル冷却系の熱負荷に凝縮潜熱分の除熱能力が

追加される。原子炉冷却材の漏えい量 0.23m3/h(3.8L/min)に相当する蒸気 1.5L/min(＝1.5 

kg/min)を凝縮するために必要な除熱量は 0.056 MWであり，次式で求められる。 

 

      1.5 kg/min÷60×（2.676×1.06 J/kg－0.419×1.06 J/kg）＝0.056 MW 

 

      漏えい量Ｑ１           ：1.5 kg/min（蒸気分） 

      大気圧での蒸気のエンタルピ    ：2.676×106 J/kg 

大気圧での水のエンタルピ     ：0.419×106 J/kg 

 

以上より，0.23m3/h（3.8L/min）の漏えいにより蒸気漏えいが発生した際のドライウェル

冷却系の冷却器及び除湿冷却器は，凝縮潜熱分 0.056 MW の除熱能力が追加されるものの，

冷却器及び除湿冷却器の交換熱量（合計）は 1.009 MWであることから，十分な除熱能力を

有している。したがって，漏えい蒸気は，ドライウェル冷却系にて問題なく凝縮するものと

考えられる。 
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5. ドレン配管移送時間の算出について 

ドレン配管移送時間（T3,T5,T7,T8）の算出において，ドレンの流速 v を求めるときに解が複数

存在する場合があるため，このときの算出条件について，以下に示す。 

vはｍの関数，さらにｍはＡとＬつまりθの関数になる。一方，ＱはＡとθの関数となる。ガ

ンギェ・クッタの経験式は開渠（上蓋のされていない水路）に適用される経験式であるため，水

密状態に近い範囲（180≦θ≦360）は適用範囲外となる。 

 

（算出式：ガンギェ・クッタの経験式） 

   v = C√m ∙ i   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5.1） 

   C =
23 + (1 n⁄ ) + (0.00155 i⁄ )

1 + {23 + (0.00155 i⁄ )} ∙ (n √m⁄ )
  ・・・・・・・・・（5.2） 

 

 

 

 

 

記号 記号説明 単位 計算式 

ｎ 粗度係数 ― 配管材固有の値 

ｉ こう配 ― ― 

ｒ 配管半径 m ― 

Ｑ 流量 m3/s ― 

θ 弦の角度 rad 仮定値 

ｈ 流体深さ m ｈ＝ｒ・(1－cos(θ/2)) 

Ｌ ぬれぶち長さ m Ｌ＝ｒ・θ 

Ａ 断面積 m2 Ａ＝1/2×ｒ2(θ－sinθ) 

ｍ 平均深さ m ｍ＝Ａ/Ｌ 

Ｃ 流速係数 ― （5.2）式 

Ｌｐ 配管長 m ― 

v1 断面積から求めた流速 m/s v1＝Ｑ/Ａ 

v2 ｶﾞﾝｷﾞｴ・ｸｯﾀの経験式から求めた流速 m/s （5.1）式 

Ｔ 時間遅れ min Ｔ＝Ｌｐ/v2/60 

Δv 収束誤差 m/s Δv＝v1－v2 

 

実際の計算においては，平均流速 v，断面積Ａ及びぬれぶち長さＬを求める必要がある。ここで，

流体平均深さｍをある値と仮定することで断面積Ａを算出し，流量と断面積から算出した流速と，

上記（5.1）式及び（5.2）式により算出した流速が同値となるまで，弦の角度θを変化させ，収束

計算を行うことで算出する。  
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6. 漏えい検出設備の検出時間評価に使用する配管及び床面の粗度係数について 

6.1 ドレン配管の粗度係数 

除湿冷却器にて凝縮した凝縮水をドライウェル高電導度廃液サンプまで移送するドレン配管

及び保温材からの漏えい水をドレン配管入口からドライウェル高電導度廃液サンプまで移送す

るドレン配管内を流れる漏えい水の流速は，シェジー形の公式及びガンギェ・クッタの経験式を

基に算出しており，この際に配管の内面粗さを表すパラメータとして粗度係数を使用している。 

本評価で使用する粗度係数は，「機械工学便覧」に記載されている黄銅管の粗度係数（0.009～

0.013）を参考に 0.01としている。 

なお，粗度係数は以下に示す Manning-Stricklerの式を用いて評価することも可能であり，実

機におけるステンレス鋼管の粗度係数は 0.01 以下となることも考慮し，本評価で用いる粗度係

数は 0.01としている。 

 

（算出式：Manning-Stricklerの式） 

   n=
ks1 6⁄

7.66×√g
 

 

   ｎ：粗度係数 

   ks：相当粗度（＝配管内面粗さ） 

   g ：重力加速度（＝9.80665m/s2） 

 

表 6－1 ステンレス鋼管の粗度係数 

 ステンレス鋼管 

相当粗度 ks 5×10-5m＊ 

粗度係数 ｎ 0.008 

注記＊：メーカ標準値 

 

6.2 床面の粗度係数 

保温材からの漏えい水がダイヤフラムフロアの側溝を通じてドレン配管入口まで移動する際

の流速は，シェジー形の公式及びガンギェ・クッタの経験式を基に算出しており，この際に床面

の粗さを表すパラメータとして粗度係数を使用している。 

本評価で使用する粗度係数は，「機械工学便覧」に記載されている純セメント平滑面の粗度係

数（0.009～0.013）を参考にしており，発電所の床面は塗装により滑らかであるが，本評価では

0.013とし，保守的な評価としている。 
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7. ドライウェル高電導度廃液サンプ水位測定装置の漏えい検出評価時間の保守性について 

ドライウェル高電導度廃液サンプ水位測定装置による漏えい検知時間（T6～T8 の合計 39 分）に

は，以下のとおり保守性を見込んでおり，ドライウェル高電導度廃液サンプ水位測定装置の演算時

間（T9）の 13分を加えても 60分を超えないため，問題なく 1時間以内に 0.23m3/hの漏えい量（液

体分）を検知可能である。 

また，ドライウェル内ガス冷却装置凝縮水量測定装置による漏えい検知時間（T1～T3 の合計 41

分）には，3.のとおり保守性を見込んでおり，ドライウェル内ガス冷却装置凝縮水量測定装置から

ドライウェル高電導度廃液サンプまでのドレン配管移送時間（T5）及びドライウェル高電導度廃液

サンプ水位測定装置の演算時間（T9）の合計 15分を加えても 60分を超えないため，問題なく 1時

間以内に 0.23m3/h の漏えい量（蒸気分）を検知可能である。 

 

7.1 保温材から漏れ出るまでの時間：T6＝30分の保守性 

7.1.1 金属保温材 

原子炉冷却材配管は保温材（金属保温）を設置しており，円周方向に一体構造ではなく，

独立に 2 分割された金属保温を止め合せて取り付けている。保温材から漏えい水が漏れ出

るまでの時間 T6 は，保守的に保温材の一部が損傷したことを仮定し，漏えい水が 2 分割の

一部の保温材及び保温材と原子炉冷却材配管のすき間の 2 分割部分に滞留後，接合部から

漏れ出ると仮定し算出している。漏えい水が保温材に入り込むとは考えにくいが，保温材の

2分割の下半分に入り込むと仮定することで，漏えい水が保温材の接合部まで達し流れ出る

までの時間を保守的に評価している。なお，本評価では保守的に原子炉冷却材を内包する配

管の金属保温材のうち，2分割で水平配管に設置される保温材内容積が最も大きい箇所を評

価している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7－1 金属保温材から漏れ出るまでの時間における概略図 

 

7.1.2 一般保温材 

原子炉冷却材配管は保温材（一般保温）を設置しており，円周方向に一体構造ではなく，

独立に 2 分割された一般保温を止め合せて取り付けている。保温材から漏えい水が漏れ出

るまでの時間 T6 は，保守的に保温材の一部が損傷したことを仮定し，漏えい水が 2 分割の

一部の保温材及び保温材と原子炉冷却材配管のすき間の 2 分割部分に滞留後，接合部から

808mm 558.8mm 

503 mm 



 
 

7-2 

漏れ出ると仮定し算出している。漏えい水が保温材の 2 分割の下半分の体積の 50％分吸収

されると仮定することで，2分割された外装版の接合部まで達し流れ出る時間を保守的に評

価している。なお，原子炉冷却材を内包する配管の一般保温材のうち，保温材内容積が最も

大きい箇所としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7－2 一般保温材から漏れ出るまでの時間における概略図 

 

7.2 ドレン配管入口までの到達時間：T7＝5分における保守性 

保温材からの漏えい水は原子炉格納容器内のダイヤフラムフロアに落下するが，床面には側

溝があり，この側溝に向かって，こう配（1/100こう配）を設ける設計である。本評価におけ

る落下位置は，配管の真下ではなく原子炉格納容器内においてドレン配管入口（床ドレン受

口）から最も離れている箇所から評価することで保守的な評価としている。 

 

 

図 7－3 落下点からドレン配管入口（床ドレン受口）までの到達時間における概略図  

×
落下点

側溝

8138.4㎜

12660㎜

ドレン配管入口

（床ドレン受口）

ダイヤフラムフロア

評価用長さ：8318.4＋π×12660×1/4≒18m

68 8.8mm 558. 8mm 

910 mm 

保温材吸収率： 50 ％ 
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7.3 ドレン配管移送時間（ドレン配管入口～ドライウェル高電導度廃液サンプ）：T8＝4分におけ

る保守性 

ドレン配管入口からドライウェル高電導度廃液サンプまでのドレン配管には，垂直部，水平

部（1／100こう配）があるが，ドレン配管移送時間を評価する際には，保守的に垂直部を含む

全体を水平部と同じ 1／100こう配と仮定し，さらに評価用長さを配管の設計長さに 1.1倍を乗

じて評価している。 

垂直配管の流速は水平部より早くなることから実際の検出時間は評価時間よりも短くなると

考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7－4 ドレン配管移送時間（ドレン配管入口～ドライウェル高電導度廃液サンプ） 

 

7.4 ドライウェル高電導度廃液サンプ水位変化率の演算時間：T9＝13分における保守性 

ドライウェル高電導度廃液サンプ水位変化率の演算時間における保守性を「2. ドライウェ

ル高電導度廃液サンプ水位測定装置の演算時間について」に示す。 

  

Ｎｏ

注記*1：評価上の配管長さは，10％の余裕を考慮している。
　　　*2：評価上は，全ての配管を1/100こう配として評価している。
　　　*3：No①の配管長さの方が長く保守的となるため，No②は評価では使用していない。

設計値 評価用

配管口径
（Ａ）

　配管長さ

②*3

各配管
長さ
（ｍ）

その内
垂直部
（ｍ）

80 35*1 0*2

配管口径
（Ａ）

配管長さ
全長さ
×1.1
（ｍ）

その内
垂直部
（ｍ）

③

①

0

約17.8

約19.2

0*2

- - -

80 3*1

80

80

80

約31.8

約26.1

約2.5

ドライウェル高電導度廃液サンプ

①

③

②

ダイヤフラムフロア

北西側

ドレン配管入口

（床ドレン受口）

南東側

ドレン配管入口

（床ドレン受口）
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8. ドライウェル高電導度廃液サンプ水位測定装置監視不能時の対応について 

RCPB 配管からの原子炉冷却材の漏えいの検出装置としてドライウェル高電導度廃液サンプ水位

測定装置を使用するが，当該装置が故障した場合は，当該装置の復旧に努めるとともに，ドライウ

ェル内ガス冷却装置凝縮水流量測定装置による確認（原子炉冷却材漏えい時のドライウェル冷却

系除湿冷却器の蒸気凝縮量の増加），ドライウェル内雰囲気放射能濃度測定装置による確認（原子

炉冷却材漏えい時の核分裂生成物放出量の増加），及びドライウェル低電導度廃液サンプ水位測定

装置による確認を行う。 

なお，ドライウェル高電導度廃液サンプ水位測定装置の故障判断については，通常運転時におけ

る当該装置の監視及び点検の結果により行う。 
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1. 概要 

本資料は，「Ⅴ-1-4-2 流体振動又は温度変動による損傷の防止に関する説明書」（以下「説

明書」という。）の「2.評価範囲」に示す評価範囲において，流力振動評価が必要な配管内円

柱状構造物及び配管の高サイクル熱疲労評価が必要な高低温水合流部及び閉塞分岐管が含まれ

ないことを説明する。 

なお，原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲以外の既設設備については，経済産業省原子力

安全・保安院による指示文書の別紙 1「新省令第 6 条及び第 8 条の 2 第 2 項における流体振動

による損傷の防止に関する当面の措置について」（平成 17・12・22 原院第 6 号）に基づき保

安院に提出した「柏崎刈羽原子力発電所における流体振動による配管内円柱状構造物の損傷防

止に関する評価結果と措置計画等の報告内容の訂正について」（平成18 年 6 月 29 日付け原管

発官 18 第 113 号）及び「高サイクル熱疲労に係る評価及び検査に対する要求事項について」

（平成 19・02・15 原院第 2 号）に基づき提出した「柏崎刈羽原子力発電所１号機から７号機

における高サイクル熱疲労による損傷の防止に関する評価結果報告書の提出について」（平成

21 年 1 月 26 日付け原管発官 20第 469 号）（以下「報告書」という。）にて評価している。

また，技術基準規則第19 条解釈に示された配管内円柱状構造物の流力振動及び配管の高サイク

ル熱疲労の評価が必要となる一次冷却材が循環する施設は参考資料に示すとおり，省令62 号か

ら変更はない。よって改めて検討する範囲は今回拡大した原子炉冷却材圧力バウンダリ範囲で

十分である。 

 

2. 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲の構成 

原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲について，系統概要図を図 1～図 6 に示す。 
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図 1 残留熱除去系(A)系統図 

:バウンダリ拡大範囲 

2
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図 2 残留熱除去系(B)系統図 

:バウンダリ拡大範囲 3 
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図 3 残留熱除去系(C)系統図 

:バウンダリ拡大範囲 4 
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図 4 原子炉冷却材浄化系系統図 

:バウンダリ拡大範囲 

F018 F017 

系統番号:G31 
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図 5 残留熱除去系停止時冷却モード吸込ラインの系統概要図 
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図 6 原子炉冷却材浄化系原子炉圧力容器ヘッドスプレイラインの系統概要図 
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3. まとめ 

図 1～図 6 より，今回の原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲に流力振動評価対象となる配管

内円柱状構造物及び高サイクル熱疲労の評価対象となる高低温水合流部は含まれておらず，流

体振動又は温度変動による損傷が懸念され新たに評価が必要となる部位は無い。また，保安院

に提出した報告書を添付1，添付2 に示す。これにより，技術基準第19 条に示されたとおり，

配管内円柱状構造物の流力振動については「配管内円柱状構造物の流力振動評価指針」（JSME 

S012），高サイクル熱疲労については「配管の高サイクル熱疲労に関する評価指針」（JSME 

S017）に規定された手法により評価しており，問題があると評価された部位については対策を

とり，結果を定期事業者検査で確認している。 

 

4. 添付資料 

添付 1－柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機における流体振動による配管内円柱状構造物の損傷

防止に関する評価結果と措置計画等の報告について（訂正版） 

添付 2－高サイクル熱疲労による損傷の防止に関する評価結果報告書（柏崎刈羽原子力発電所

１号機から７号機） 

 

【参考資料】 

技術基準規則の新旧比較について 



 

 

添付 1 

 

 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7号機における流体振動による配管内円柱状構造物 

の損傷防止に関する評価結果と措置計画等の報告について（訂正版） 
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添付 2 

 

 

高サイクル熱疲労による損傷の防止に関する評価結果報告書 

（柏崎刈羽原子力発電所１号機から７号機）















 

 

 

【参考資料】 

 

 

 

技術基準規則の新旧比較について 

 

 

 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令（平成 25年 6月 28 日）と実用発電用原子

炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成 31年 4月 2日）との比較について以下の表

に示す。 

 

表 技術基準規則の新旧比較表 

発電用原子力設備に関する技術基準を

定める省令（平成 25 年 6月 28 日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

技術基準に関する規則（平成 31 年 4

月 2 日） 

備考 

（流体振動等による損傷の防止） （流体振動等による損傷の防止）  

第六条 第十九条  

燃料体及び反射材並びにこれらを支

持する構造物，熱遮へい材並びに一次

冷却系統に係る施設に属する容器，

管，ポンプ及び弁は，一次冷却材若し

くは二次冷却材の循環，沸騰等により

生ずる流体振動又は温度差のある流体

の混合等により生ずる温度変動により

損傷を受けないように施設しなければ

ならない。 

燃料体及び反射材並びに炉心支持構

造物，熱遮蔽材並びに一次冷却系統に

係る容器，管，ポンプ及び弁は，一次

冷却材又は二次冷却材の循環，沸騰そ

の他一次冷却材又は二次冷却材の挙動

により生ずる流体振動又は温度差のあ

る流体の混合その他の一次冷却材又は

二次冷却材の挙動により生ずる温度変

動により損傷を受けないように施設し

なければならない。 

追加要求なし 

解釈 解釈  

1 「流体振動により損傷を受けない

ように施設しなければならない」

とは流れの乱れ，渦，気泡等に起

因する高サイクル疲労による損傷

の発生防止を規定するものであ

り，以下の措置を講じること。 

 

・蒸気発生器伝熱管群の曲げ部に

ついては，日本機械学会「設計・

建設規格」(JSME S NC1-

2005)PVB-3600 に規定する手法を

適用すること。 

 

 

 

 

 

1 「流体振動により損傷を受けない

ように施設しなければならない」

とは流れの乱れ，渦，気泡等に起

因する高サイクル疲労による損傷

の発生防止を規定するものであ

り，以下の措置を講ずること。 

 

・蒸気発生器伝熱管群の曲げ部に

ついては，日本機械学会「発電用

原子力設備規格 設計・建設規格

(2005 年版)(JSME SNC1-2005)」

(以下「「設計・建設規格

2005」」という。)PVB-3600 又は

「設計・建設規格 2012」PVB-3600 

に規定する手法を適応すること。 

追加要求なし 



 

 

 

発電用原子力設備に関する技術基準を

定める省令（平成 25 年 6月 28 日） 

 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

技術基準に関する規則（平成 31 年 4

月 2 日） 

備考 

・管に設置された円柱状構造物で

耐圧機能を有するものについて

は，日本機械学会「配管内円柱状

構造物の流力振動評価指針」

(JSME S012)規定する手法を適用

すること。なお，耐圧機能を有し

ないものについては第 8 条の 2 

第 2 項によること。(日本機械学

会「発電用原子力設備規格 設計

建設規格(JSME S NC1)」(2005 年

改訂版)並びに流力振動及び高サ

イクル熱疲労に関する評価指針の

技術評価書) 

 

 

2 「温度差のある流体の混合等によ

り生ずる温度変動により損傷を受

けないように施設しなければなら

ない」とは，日本機械学会「配管

の高サイクル熱疲労に関する評価

指針」(JSME S017)に規定する手

法を適用し，損傷の発生防止措置

を講じること。なお，供用開始後

における運転管理等の運用上の対

応を考慮して施設することができ

る。(日本機械学会「発電用原子

力設備規格 設計・建設規格(JSME 

S NC1)」(2005 年改訂版)並びに

流力振動及び高サイクル熱疲労に

関する評価指針の技術評価書) 

 

3 配管内円柱状構造物の流力振動及

び配管の高サイクル熱疲労につい

ては，一次冷却材が循環する施設

として，原子炉冷却材浄化系，残

留熱除去系(原子炉停止時冷却モ

ード)(BWR)及び化学体積制御系，

余熱除去系(PWR)を含めて措置を

講じること。 

 

 

・管に設置された円柱状構造物で

耐圧機能を有するものについて

は，日本機械学会「配管内円柱状

構造物の流力振動評価指針」

(JSME S012)規定する手法を適用

すること。(「日本機械学会「発

電用原子力設備規格 設計建設規

格(JSME S NC1)」(2005 年改訂

版)並びに流力振動及び高サイク

ル熱疲労に関する評価指針の技術

評価書」(平成 17 年 12 月原子力

安全・保安院，原子力安全基盤機

構取りまとめ)及び「設計・建設

規格 2012 技術評価書」) 

 

2 「温度差のある流体の混合等によ

り生ずる温度変動により損傷を受

けないように施設しなければなら

ない」とは，日本機械学会「配管

の高サイクル熱疲労に関する評価

指針」(JSME S017)に規定する手

法を適用し，損傷の発生防止措置

を講ずること。(「日本機械学会

「発電用原子力設備規格 設計・

建設規格(JSME S NC1)」(2005 年

改訂版)並びに流力振動及び高サ

イクル熱疲労に関する評価指針の

技術評価書」(平成 17 年 12 月原

子力安全基盤機構取りまとめ)) 

 

 

3 配管内円柱状構造物の流力振動及

び配管の高サイクル熱疲労につい

ては，一次冷却材が循環する施設

として，原子炉冷却材浄化系，残

留熱除去系(原子炉停止時冷却モ

ード)(BWR)及び化学体積制御系，

余熱除去系(PWR)を含めて措置を

講ずること。 

追加要求なし 
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1. 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備のポンプの有効吸込水頭について 

(1) 高圧代替注水系ポンプの有効吸込水頭に関する補足説明 

高圧代替注水系ポンプ（評価流量：182m3/h） 

記載内容 
根拠 

項目 値 

Ha：吸込み液面に作用する絶対

圧力 
10.3m 

水源である復水貯蔵槽は大気に開放しているため，吸込み液面に作用する絶対圧力は，大気圧とし 10.3mとしている。 

Hs：吸込揚程     m 

静水頭は，以下の差分       mの小数点以下第二位を切り捨てし    mとしている。 

●水源の水位：T.M.S.L.     m（復水貯水槽の水位低警報水位） 

水源の水位としては，プラント運転時の復水貯水槽の水位低警報水位とした。 

●ポンプの吸込み口高さ：T.M.S.L.        m 

 

H1：ポンプ吸込配管圧損     m 

復水貯水槽から高圧代替注水系ポンプまでの配管及び弁類圧損は，高圧代替注水系ポンプが以下の流量＊で運転することを想定する。 

この場合，復水貯水槽から高圧代替注水系ポンプまでの配管及び弁類圧損の合計値は，    mとなる。 

●高圧代替注水系ポンプ：182m3/h×1台 

ポンプ吸込配管圧損は，圧損合計値より    mに設定する。 

 

注記＊：復水貯水槽から高圧代替注水系ポンプの吸込配管は，高圧炉心注水系ポンプ，原子炉隔離時冷却系ポンプ並びに低圧代替注水系，格納容器下部注水系，代替

格納容器スプレイ系及び代替循環冷却系に用いる復水移送ポンプと共用する部分があるが，同時使用しない運用であるため，高圧炉心注水系ポンプ等の運転

流量を圧損計算上で考慮する必要はない。 

 

hs：ポンプ吸込口における飽和

蒸気圧水頭 
2.7m 

復水貯水槽の最高使用温度 66℃における飽和蒸気圧水頭として，2.7mとしている。 

有効 NPSH 

(Ha＋Hs－H1－hs) 
     m 

有効 NPSHは，以下の計算式により算出している。 

有効 NPSH＝Ha＋Hs－H1－hs 

＝10.3m＋    m－    m－2.7m 

＝     m 

 

必要 NPSH     m 

高圧代替注水系ポンプ運転流量 182m3/hにおける必要 NPSHとしてポンプ性能より設定している。 

以上の計算結果より，有効 NPSHと必要 NPSHとの関係は以下のとおりとなり，必要 NPSHが確保されることからポンプ運転状態として問題ない結果となる。 

有効 NPSH：     m＞必要 NPSH：    m 
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(2) 低圧代替注水系に用いる復水移送ポンプの有効吸込水頭に関する補足説明 

低圧代替注水系に用いる復水移送ポンプ（評価流量：    m3/h） 

記載内容 
根拠 

項目 値 

Ha：吸込み液面に作用する絶対

圧力 
10.3m 

水源である復水貯蔵槽は大気に開放しているため，吸込み液面に作用する絶対圧力は，大気圧とし 10.3mとしている。 

Hs：吸込揚程     m 

静水頭は，以下の差分     mの小数点以下第二位を切り捨てし     mとしている。 

●水源の水位：T.M.S.L.     m（復水貯水槽の復水移送ポンプ停止水位） 

水源の水位としては，プラント定検時の復水貯水槽の復水移送ポンプ停止水位とした。 

●ポンプの吸込み口高さ：T.M.S.L.      m 

 

H1：ポンプ吸込配管圧損     m 

復水貯水槽から復水移送ポンプまでの配管及び弁類圧損は，復水移送ポンプが以下の流量＊で運転することを想定する。 

この場合，復水貯水槽から復水移送ポンプまでの配管及び弁類圧損の合計値は，    mとなる。 

●復水移送ポンプ：    m3/h×2台 

ポンプ吸込配管圧損は，圧損合計値より    mに設定する。 

 

注記＊：復水貯水槽から復水移送ポンプの吸込配管は，高圧炉心注水系ポンプ，原子炉隔離時冷却系ポンプ，高圧代替注水系ポンプ並びに格納容器下部注水系，代替

格納容器スプレイ系及び代替循環冷却系に用いる復水移送ポンプと共用する部分があるが，同時使用しない運用であるため，高圧炉心注水系ポンプ等の運転

流量を圧損計算上で考慮する必要はない。 

 

hs：ポンプ吸込口における飽和

蒸気圧水頭 
2.7m 

復水貯水槽の最高使用温度 66℃における飽和蒸気圧水頭として，2.7mとしている。 

有効 NPSH 

(Ha＋Hs－H1－hs) 
     m 

有効 NPSH は，以下の計算式により算出している。 

有効 NPSH＝Ha＋Hs－H1－hs 

＝10.3m＋    m－    m－2.7m 

＝     m 

 

必要 NPSH     m 

復水移送ポンプ運転流量     m3/hにおける必要 NPSHとしてポンプ性能より設定している。 

以上の計算結果より，有効 NPSHと必要 NPSHとの関係は以下のとおりとなり，必要 NPSHが確保されることからポンプ運転状態として問題ない結果となる。 

有効 NPSH：     m＞必要 NPSH：    m 
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(3) 可搬型代替注水ポンプ（A-2級）の有効吸込水頭に関する補足説明 

可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（評価流量：65m3/h） 

記載内容 
根拠 

項目 値 

Ha：吸込み液面に作用する絶対

圧力 
10.3m 

水源である防火水槽は大気に開放しているため，吸込み液面に作用する絶対圧力は，大気圧とし 10.3mとしている。 

Hs：吸込揚程       m 

静水頭は，以下の差分        mの小数点以下第二位を切り上げし，      mとしている。 

●水源の T.M.S.L.：        m（防火水槽の設置レベル） 

水源の T.M.S.L.としては，評価上は保守的に防火水槽の設置レベルとしている。 

●ポンプの吸込み口高さ：     m 

 

H1：ポンプ吸込配管圧損     m 

防火水槽から可搬型代替注水ポンプ（A-2級）までの配管圧損は，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）が以下の流量で運転することを想定している。 

この場合，防火水槽から可搬型代替注水ポンプ（A-2級）までの配管圧損の合計値は，    mとなる。 

●可搬型代替注水ポンプ（A-2級）：65m3/h×1台 

ポンプ吸込配管圧損は，圧損合計値より     mに設定する。 

 

hs：ポンプ吸込口における飽和

蒸気圧水頭 
0.8m 

重大事故等時における防火水槽の水温は 40℃を下回るため，保守的に 40℃における飽和蒸気圧水頭として，0.8mとしている。 

有効 NPSH 

(Ha＋Hs－H1－hs) 
    m 

有効 NPSHは，以下の計算式により算出している。 

有効 NPSH＝Ha＋Hs－H1－hs 

＝10.3m－    m－    m－0.8m 

＝    m 

 

必要 NPSH     m 

可搬型代替注水ポンプ（A-2級）運転流量 65m3/hにおける必要 NPSHとしてポンプ性能より設定している。 

以上の計算結果より，有効 NPSHと必要 NPSHとの関係は以下のとおりとなり，必要 NPSHが確保されることからポンプ運転状態として問題ない結果となる。 

有効 NPSH：    m＞必要 NPSH：    m 
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1. 原子炉冷却系統施設の安全弁等の必要な吹出量の設定根拠 

名称 
必要な 

吹出量 
設定根拠 備考 

E11-F039A,B,C  kg/h 必要な吹出量は，通常運転時，閉塞状

態の弁間において，内包する流体の温度

上昇による熱膨張を全量逃がし得る容

量とする。想定熱膨張量は，系統内の保

有水量を，余裕を見た値の  m3とし，

保守的に水温が1時間で10℃から40℃に

変化した場合の熱膨張を計算した結果

から  kg/hと設定。 

これに対し余裕を見込んで，質量流量

で  kg/hとする。 

 

E11-F042A,B,C  kg/h 必要な吹出量は，通常運転時，閉塞状

態の弁間において，内包する流体の温度

上昇による熱膨張を全量逃がし得る容

量とする。想定熱膨張量は，系統内の保

有水量を，余裕を見た値の  m3とし，

保守的に水温が1時間で10℃から40℃に

変化した場合の熱膨張を計算した結果

から  kg/hと設定。 

これに対し余裕を見込んで，質量流量

で  kg/hとする。 

 

E11-F051A,B,C  kg/h 必要な吹出量は，原子炉圧力容器バウ

ンダリ隔離弁から残留熱除去系への弁

座漏えいが生じた場合に，その漏えい量

を全量逃がし得る容量として，メーカー

設計値である保守的に評価した  

mL/hを必要吹出量として設定し，質量流

量で＊  kg/hとする。 

設計弁座漏えい量 

E11-F005A,B,C 

(  mL/h) 

注記＊：液体の比

重 量 は 1.000 

g/cm3とする。 
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名称 
必要な 

吹出量 
設定根拠 備考 

E22-F020B,C  kg/h 必要な吹出量は，通常運転時，閉塞状

態の弁間において，内包する流体の温度

上昇による熱膨張を全量逃がし得る容

量とする。想定熱膨張量は，系統内の保

有水量を，余裕を見た値の  m3とし，

保守的に水温が1時間で10℃から40℃に

変化した場合の熱膨張を計算した結果

から  kg/hと設定。 

これに対し余裕を見込んで，質量流量

で  kg/hとする。 

 

E51-F017  kg/h 必要な吹出量は，通常運転時，閉塞状

態の弁間において，内包する流体の温度

上昇による熱膨張を全量逃がし得る容

量とする。想定熱膨張量は，系統内の保

有水量を，余裕を見た値の  m3とし，

保守的に水温が1時間で10℃から40℃に

変化した場合の熱膨張を計算した結果

から  kg/hと設定。 

これに対し余裕を見込んで，質量流量

で  kg/hとする。 
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2. 計測制御系統施設の安全弁等の必要な吹出量の設定根拠 

名称 
必要な 

吹出量 
設定根拠 備考 

C41-F014  kg/h 必要な吹出量は，ほう酸水注入系ポン

プ出口配管の逆止め弁からの弁座漏え

いが生じた場合に，その漏えい量を全量

逃がし得る容量として，メーカー設計値

である保守的に評価した  mL/hを必要

吹出量として設定し，質量流量＊で 

 kg/hとする。 

設計弁座漏えい量 

C41-F004A,B 

(  mL/h) 

注記＊：液体の比

重 量 は 1.000  

g/cm3とする。 

 

C41-F003A,B  kg/h 必要な吹出量は，逃がし弁下流のほう

酸水注入系で隔離が生じ，ほう酸水注入

系ポンプ1台の定格流量が流入した場合

に，その流入流量を全量逃がし得る容量

として，ほう酸水注入系ポンプ1台の定

格流量である 11.4 m3/hを必要な吹出量

として設定し，質量流量＊で  kg/h

とする。 

注記＊：ほう酸注

入系ポンプテス

ト運転時，内部流

体は純水を使用

するため，流体の

比重量は保守的

に  g/cm3と

する。 

P54-F011A,B  kg/h 必要な吹出量は，重大事故等対処設備

として主蒸気逃がし安全弁への窒素供

給時，高圧窒素ガス供給系及び高圧窒素

ガスボンベの減圧弁が故障により全開

となった場合，供給ガス流量を全量逃が

し得る容量として，体積流量  m3/h 

[normal]を吹出量とし，必要な吹出量

は，気体定数22.4m3/kmol，窒素ガス

1kmolあたりの質量が28.01kg/kmolであ

ることから，質量流量で  kg/hとす

る。 
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3. 原子炉格納施設の安全弁等の必要な吹出量の設定根拠 

名称 
必要な 

吹出量 
設定根拠 備考 

T49-F009  kg/h 必要な吹出量は，可燃性ガス濃度制御

系冷却器スプレイ流量が流入した場合

に，流入流量を全量逃がし得る容量とし

て，スプレイ定格流量である  m3/h

を必要な吹出量として質量流量＊で 

 kg/hと設定。 

これに対し余裕を見込んで，質量流量 

 kg/hとする。 

注記＊：液体の比重

量は 1.000 g/cm3

とする。 

T49-F015  kg/h 必要な吹出量は，可燃性ガス濃度制御

系冷却器スプレイ流量が流入した場合

に，流入流量を全量逃がし得る容量とし

て，スプレイ定格流量である  m3/h

を必要な吹出量として質量流量＊で 

 kg/hと設定。 

これに対し余裕を見込んで，質量流量 

 kg/hとする。 

注記＊：液体の比重

量は 1.000 g/cm3

とする。 

 

 


